


「 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に 
改める。 
　　　附　則 
　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 幼稚園歯科医 ⑴　基本報酬　１人１園あたり年額 120,000 円 
⑵　出勤回数報酬　出勤回数に 8,000 円を乗じて得
た額 

⑶　人数割報酬　50 円に検診人数を乗じて得た額
 学校薬剤師 １人１校（園）あたり年額 50,000 円

 学校医（内科）

（幼稚園医を

除く。）

⑴　基本報酬　１人１校あたり年額 180,000 円 
⑵　出勤回数報酬　出勤回数に 10,000円を乗じて得
た額 

⑶　人数割報酬　100 円に検診人数を乗じて得た額
 幼稚園医 ⑴　基本報酬　１人１園あたり年額 120,000 円 

⑵　出勤回数報酬　出勤回数に 10,000円を乗じて得
た額 

⑶　人数割報酬　100 円に検診人数を乗じて得た額
 学校医（眼科） ⑴　基本報酬　全小学校又は中学校あたり年額

64,000 円 
⑵　出勤回数報酬　出勤回数に 10,000円を乗じて得
た額 

⑶　人数割報酬　100 円に検診人数を乗じて得た額
 学校医（耳鼻

咽喉科）

⑴　基本報酬　全小学校又は中学校あたり年額

64,000 円 
⑵　出勤回数報酬　出勤回数に 10,000円を乗じて得
た額 

⑶　人数割報酬　100 円に検診人数を乗じて得た額
 学 校 歯 科 医

（幼稚園歯科

医を除く。）

⑴　基本報酬　１人１校あたり年額 180,000 円 
⑵　出勤回数報酬　出勤回数に 10,000円を乗じて得
た額 

⑶　人数割報酬　100 円に検診人数を乗じて得た額
 幼稚園歯科医 ⑴　基本報酬　１人１園あたり年額 120,000 円 

⑵　出勤回数報酬　出勤回数に 10,000円を乗じて得
た額 

⑶　人数割報酬　100 円に検診人数を乗じて得た額
 学校薬剤師 １人１校（園）あたり年額 70,000 円


